
 
 

 
 

岡山市第 8 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（地域包括ケア計画） 

 

 

高齢者福祉に関する施策全般を定める「高齢者保健福祉計画」と、介護保険事業について、

そのサービス見込量や介護保険料等を定める「介護保険事業計画」を一体的に策定するもの

です。 

 

 

計画期間は、令和 3（2021）年度から令和 5（2023）年度までの 3 年間とし、計画期間の最

終年度である令和 5（2023）年度中には、計画の見直しを行い、令和 6（2024）年度から令和

8（2026）年度までを期間とする次期計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）法定根拠 

老人福祉法第 20 条の 8 第 1 項に基づく「高齢者保健福祉計画」及び介護保険法第 117

条に基づく「介護保険事業計画」に位置付けられます。  
（２）岡山市における計画上の位置付け 

本計画は、岡山市政の基本指針である岡山市第六次総合計画を上位計画とし、保健福

祉分野に関する個別計画の一つとして、関連する計画との整合性を図りながら策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間等 

４ 計画の位置付け 

 

岡山市第六次総合計画

長
期
構
想都市づくりの基本方向 ７ 住み慣れた地域で安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり

将来都市像Ⅲ 全国に誇る、傑出した安心を築く「健康福祉・環境都市」

地域共生社会推進計画

（地域福祉計画）

“支え合い”や“協働”などの「地域福祉推進の基本理念」や

福祉分野の共通事項を記載する上位計画
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第 6 期 
H27（2015）～ 

    H29（2017） 

第 8 期 
R3（2021）～ 

    R5（2023） 

第 9 期 
R6（2024）～ 

    R8（2026） 

令和 7（2025）年度を視野に入れて取り組む計画 

R7（2025） 
団塊の世代が 75 歳以上に 

第 7 期 
H30（2018）～ 

    R2（2020） 

１ 計画名 

 
岡山市第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

H27（2015） 

団塊の世代が 65 歳以上に 

R22（2040） 

団塊ジュニア世代が 65 歳以上に 

・・・ 

・・・ 

令和 22（2040）年度を視野に入れて取り組む計画 

２ 概要 

資料３ 



 

 

令和２年 8 月 計画の概要 令和３年 2 月 計画案の公表 

9 月 骨子案の公表  3 月 計画策定・公表 

11 月 計画素案の公表    

 12 月 パブリックコメント    

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

○ 地域に居住する高齢者や介護サービス事業所、関係団体等の実態、課題等を把

握するため、「高齢者実態把握調査」と「関係者ヒアリング」を実施しました。 

○ また、計画素案についてパブリックコメントを実施することにより、幅広い市民意見の

把握に努めます。 

５ 策定スケジュール 

６ 市⺠・事業所等の意⾒反映 
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6月議会

計画の概要 案の公表

･スケジュール

･国の動向

･高齢者データ

・実態調査結果

･関係者ヒアリング報告

・計画の論点

・人口、高齢者、要介護

認定者の将来推計

･計画案

･介護保険制度改正

の詳細

･パブコメ結果の報告
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骨子案の公表

･計画の理念、方針
・施策体系
・主なサービスの整備方針
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の決定』

『施設整備
方針の決定』


